
○教育課程・授業方法の改革（アクティブ・ラーニングの視点からの
授業改善、教科等を越えたカリキュラム・マネジメント）への対応

○英語、道徳、ICT、特別支援教育等、新たな課題への対応
○「チーム学校」の実現

これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について
中央教育審議会答申（平成27年12月21日）のポイント

背景

中堅段階
「チーム学校」の一員とし
て専門性を高め、連携・
協働を深める時期

ベテラン段階
より広い視野で役割を果

たす時期

【初任研改革】

• 初任研運用方針の見直し（校内研修の重視・校外研修の精選）
• ２，３年目など初任段階の教員への研修との接続の促進

【十年研改革】

• 研修実施時期の弾力化
• 目的・内容の明確化（ミドルリーダー育成）

現職研修の改革

○ 養成・採用・研修を通じた方策～「教員は学校で育つ」との考えの下、教員の学びを支援～

【現職研修を支える基盤】

【継続的な研修の推進】

• 校内の研修リーダーを中心とした体制作りなど校内研修推進のための支援等の充実
• メンター方式の研修（チーム研修）の推進
• 大学、教職大学院等との連携、教員育成協議会活用の推進
• 新たな課題（英語、道徳、ICT、特別支援教育）やアクティブ・ラーニングの視点からの授業改善
等に対応した研修の推進・支援

• （独）教員研修センターの機能強化（研修ネットワークの構築、調査・分析・研究開発を担う全国的な拠点の整備）
• 教職大学院等における履修証明制度の活用等による教員の資質能力の高度化
• 研修機会の確保等に必要な教職員定数の拡充
• 研修リーダーの養成、指導教諭や指導主事の配置の充実

【研修】
○教員の学ぶ意欲は高いが多忙で時間確保が困難

○自ら学び続けるモチベーションを維持できる環境整備
が必要

○アクティブ・ラーニング型研修への転換が必要

○初任者研修・十年経験者研修の制度や運用の見直し
が必要

【採用】

○優秀な教員の確保のための求める教員像の明
確化、選考方法の工夫が必要

○採用選考試験への支援方策が必要

○採用に当たって学校内の年齢構成の不均衡の
是正に配慮することが必要

【養成】

○「教員となる際に最低限必要な基礎的・基盤的
な学修」という認識が必要

○学校現場や教職に関する実際を体験させる機会
の充実が必要

○教職課程の質の保証・向上が必要

○教科・教職に関する科目の分断と細分化の改善
が必要

主な課題

具体的方策

【免許】○義務教育学校制度の創設や学校現場における多様な人材の確保が必要

【全般的事項】
○大学等と教育委員会の連携のための具体的な制度的枠組みが必要
○幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等の特徴や違いを踏まえ、制度設計を進めていくことが重要
○新たな教育課題（アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善、ICTを用いた指導法、道徳、英語、特別支援教育）に対応した養成・研修が必要

○ 学び続ける教員を支えるキャリアシステムの構築のための体制整備
・ 教育委員会と大学等との協議・調整のための体制（教員育成協議会）の構築
・ 教育委員会と大学等が協働で策定する教員育成指標、研修計画の全国的な整備
・ 国が大綱的に教員育成指標の策定指針を提示、教職課程コアカリキュラムを関係者が共同で作成
（グローバル化や新たな教育課題などを踏まえて作成）

養成段階
「学び続ける教師」の基礎
力を身につける時期

• 新たな課題（英語、道徳、ICT、特別支援教育）やアクティブ・ラーニングの視点からの授業改善
等に対応した教員養成への転換

• 学校インターンシップの導入（教職課程への位置付け）
• 教職課程に係る質保証・向上の仕組み（教職課程を統括する組織の設置、教職課程の評価の
推進など）の促進

• 「教科に関する科目」と「教職に関する科目」の統合など科目区分の大くくり化

養成内容の改革

【管理職研修改革】

• 新たな教育課題等に対応したマネジメント力の強化
• 体系的・計画的な管理職の養成・研修システムの構築

採用段階 採用段階の改革
• 円滑な入職のための取組（教師塾等の普及）
• 教員採用試験の共同作成に関する検討
• 特別免許状の活用等による多様な人材の確保

○社会環境の急速な変化
○学校を取り巻く環境変化
・大量退職・大量採用→年齢、経験年数の不均衡による弊害
・学校教育課題の多様化・複雑化

１～数年目
教職の基盤を固める時期

教員育成指標

参考４
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大量退職・大量採用の影響により経験の浅い教員が増加する中、教育課程・授業方法の改革への対応を図る
ため、教員の資質向上に係る新たな体制を構築する。

（１）校長及び教員の資質の向上に関する指標の全国的整備
・文部科学大臣は、以下に述べる教員の資質の向上に関する指標を定めるための必要な指針を策定する。

・教員等の任命権者（教育委員会等）は、教育委員会と関係大学等とで構成する協議会を組織し、指標に関す
る協議等を行い、指針を参酌しつつ、校長及び教員の職責、経験及び適性に応じてその資質の向上を図るた
めの必要な指標を定めるとともに、指標を踏まえた教員研修計画を定めるものとする。
（２）十年経験者研修の見直し

十年経験者研修を中堅教諭等資質向上研修に改め、実施時期の弾力化を図るとともに、中堅教諭等としての
職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るための研修とする。

普通免許状の授与における大学において修得を必要とする単位数に係る科目区分を統合し、外国語の小学校
特別免許状を創設する。

１．教育公務員特例法の一部改正

２．教育職員免許法の一部改正

４．施行期日

業務に、教職員その他の学校教育関係職員に必要な資質に関する調査研究及びその成果の普及、任命権者
が指標を定めようとする際の助言並びに教員免許更新講習の認定、教員資格認定試験の実施及び教育職員
免許法認定講習等の認定に関する事務を追加する（文部科学省からの業務移管）とともに、その名称を「独立
行政法人教職員支援機構」に改める。

３．独立行政法人教員研修センター法の一部改正

平成29年４月１日（ただし、２．については平成31年４月１日（一部については公布日又は平成30年４月１日）、
３．の一部については平成30年４月１日又は平成31年４月１日）

教育公務員特例法等の一部を改正する法律の概要
趣 旨

提言の具体化

・教育再生実行会議第七次提言「これからの時代に求められる資質・能力と、それを培う教育、教師の在り方
について」（平成27年5月14日）
・中央教育審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」（平成27年12月21日）
・「「次世代の学校・地域」創生」プラン（平成28年1月25日大臣決定）

提言等

○教師がキャリアステージに応じて修得すべき能力を示す指標を策定
○地方公共団体、大学等からなる協議の仕組みを整備
○教師の資質・能力の開発・向上を国として支援するための拠点の整備
などを提言。

大学と教育委員会が連携した教員の育成体制を整備した上で、
学習指導要領の全面実施に備えることが必要

法律の施行

道徳の教科化及び幼稚園教育要領は平成30年度から全面実施予定。
次期学習指導要領は平成32年度から順次実施予定。

学習指導要領等

指
標
を
踏
ま
え
策
定

新たなスキーム
（イメージ）

新たなスキーム
（イメージ）

資
質
の
向
上
に
関
す
る
指
標

教
員
研
修
計
画

文部科学大臣

指針

協議会

大学等

任命権者たる
教育委員会等

協議を経て

策定

設置

策
定

参酌

協議
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「検定試験の評価等の在り方に関する調査研究協力者会議」開催要綱 
 

平成２８年１０月２５日 
生涯学習政策局長決定 

 
１ 趣旨 

これまで「検定試験の評価ガイドライン（試案）について」（平成２２年６

月）や、「検定試験の自己評価シート」（平成２３年２月）に基づき、主に各検

定実施団体において検定試験に対する評価の取組が行われてきた。 
その後の評価の取組の進展等を踏まえ、評価を通じた検定試験の質の改善と

向上を一層効果的・効率的に進めるため、自己評価及び第三者評価の相互の体

系、その評価内容・項目及び第三者評価機関の在り方等について検討し、ガイ

ドラインを作成することにより、民間事業者等の主体的な取組を支援するため、

「検定試験の評価等の在り方に関する調査研究協力者会議」を開催する。 
 
２ 検討事項 
 （１）以下の事項に関する相互の体系や詳細についての検討及びその結果を

踏まえた検定試験の評価ガイドラインの策定 
    ➀検定事業者が行う自己評価 

    ➁第三者評価機関による第三者評価  等 

 （２）その他 
 
３ 実施方法 
  ２に掲げる事項について、別紙に定める有識者により、検討を行う。 
 
４ 期間 
  この会議の期間は、「２．検討事項」に係る検討が終了するときまでとする。 
 
５ 庶務 
  この会議に関する庶務は、生涯学習政策局生涯学習推進課において処理す

る。 

参考５ 
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検定試験の評価等の在り方に関する調査研究協力者会議 委員名簿 

 

 

乾  喜一郎  リクルート『ケイコとマナブムックシリーズ』編集長 

沖  清豪   早稲田大学入試開発オフィス長 

片桐 秀昭  一般財団法人日本書写技能検定協会専務理事 

後藤 博史   公益社団法人全国工業高等学校長協会理事長、 

        神奈川県立神奈川工業高等学校長 

小嶺 大進  武蔵村山市教育委員会教育部教育指導課指導担当参事 

 今野 雅裕   政策研究大学院大学学長特別補佐 

柴山 直    東北大学大学院教育学研究科教授 

萩原 民也   特定非営利活動法人日本語検定委員会事務局長 

林  規生   株式会社教育測定研究所所長、 

        公益財団法人日本英語検定協会理事 

堀口 一秀   学校法人中央工学校理事長・中央工学校校長、 

        一般財団法人中央工学校生涯学習センター理事長 

宮井 あゆみ  公益財団法人画像情報教育振興協会事務局長 

 

敬称略・五十音順 （計：１１名） 
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高
大
接
続
改
革
：
「三
つ
の
ポ
リ
シ
ー
」に
基
づ
く
大
学
教
育
改
革
の
実
現
に
向
け
て

高
大
接
続
改
革
：
「三
つ
の
ポ
リ
シ
ー
」に
基
づ
く
大
学
教
育
改
革
の
実
現
に
向
け
て

・
生
涯
学
び
続
け
、
主
体
的
に
考
え
る
力
を
持
ち
、
未
来
を
切
り
拓
い
て
い
く
人
材
を
育
成
す
る
大
学
教
育
の
実
現

・大
学
教
育
の
「入
口
」か
ら
「出
口
」ま
で
を
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
構
築
し
、
高
等
学
校
や
産
業
界
を
は
じ
め
広
く
社
会
に
発
信

大
学
教
育
の
充
実
に
向
け
た

PD
CA
サ
イ
ク
ル
の
確
立

各
大
学
の
教
育
理
念
を
踏
ま
え
、

一
貫
性
あ
る
も
の
と
し
て
策
定

卒
業
認
定
・学
位
授
与
の
方
針
（
デ
ィプ
ロ
マ
・ポ
リシ
ー
）

学
生
が
身
に
付
け
る
べ
き
資
質
・
能
力
の
明
確
化

＜
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
の
起
点
＞

教
育
課
程
編
成
・実
施
の
方
針
（
カ
リキ
ュラ
ム
・ポ
リシ
ー
）

体
系
的
で
組
織
的
な
教
育
活
動
の
展
開
の
た
め
の
教
育
課
程
編
成
、

教
育
内
容
・
方
法
、
学
修
成
果
の
評
価
方
法
の
明
確
化

入
学
者
受
入
れ
の
方
針
（
ア
ド
ミッ
シ
ョン
・ポ
リシ
ー
）

入
学
者
に
求
め
る
学
力
の
明
確
化
、

具
体
的
な
入
学
者
選
抜
方
法
の
明
示

≪
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
改
正
≫

全
て
の
大
学
等
に
お
い
て
、
以
下
の
三
つ
の
方
針
を
一
貫
性
あ
る
も
の
と
し
て
策
定
し
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

①
卒
業
認
定
・
学
位
授
与
の
方
針
、
②
教
育
課
程
編
成
・
実
施
の
方
針
、
③
入
学
者
受
入
れ
の
方
針

（
平
成
2
9
年
４
月
１
日
施
行
）

大
学
教
育
の

質
的
転
換

各
大
学
の
建
学
の
精
神
や
強
み
・
特
色
等
を
踏
ま
え
た
自
主
的
・
自
律
的
な
三
つ
の
ポ
リ
シ
ー
の
策
定
と
運
用
の
参
考
指
針

≪
三
つ
の
ポ
リシ
ー
の
策
定
及
び
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ドラ
イ
ン
≫

（
主
な
内
容
）

・
三
つ
の
ポ
リ
シ
ー
の
策
定
単
位
は
、
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
授
与
さ
れ
る
学
位
の
専
攻
分
野
ご
と
の
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
の
課
程
）
を
基
本
に
、
各
大
学
が
適
切
に
判
断
。

・
各
大
学
に
お
い
て
、

①
卒
業
ま
で
に
学
生
が
身
に
付
け
る
べ
き
資
質
・
能
力
を
示
す
デ
ィ
プ
ロ
マ
・
ポ
リ
シ
ー
と
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
の
在
り
方
を

示
す
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
ポ
リ
シ
ー
、
②
こ
れ
ら
二
つ
の
ポ
リ
シ
ー
を
踏
ま
え
て
学
生
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ポ
リ
シ
ー
を
、
そ
れ
ぞ
れ
策
定
。

・
三
つ
の
ポ
リ
シ
ー
に
基
づ
く
大
学
教
育
の
諸
活
動
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
の
自
己
点
検
・
評
価
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
改
善
に
取
り
組
み
、
大
学
教
育
の

内
部
質
保
証
シ
ス
テ
ム
を
確
立
。

・
三
つ
の
ポ
リ
シ
ー
と
そ
れ
に
基
づ
く
教
育
の
実
績
等
を
分
か
り
や
す
く
積
極
的
に
情
報
公
開
す
る
こ
と
で
、
高
校
の
進
路
指
導
を
改
善
す
る
と
と
も
に
、
産
業
界
か
ら

の
理
解
を
得
て
連
携
を
強
化
。

参
考
６
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三
つ
の
方
針
の
策
定
・
公
表
に
関
し
各
大
学
に
求
め
ら
れ
る
取
組
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
案
）

Ｈ
２
８
年
度

Ｈ
２
９
年
度

Ｈ
３
０
年
度

Ｈ
３
１
年
度

Ｈ
２
７
年
度

３
月
省
令
改
正

施
行
通
知

★
各
大
学
に
お
け
る
検
討
を

踏
ま
え
た
三
つ
の
方
針
の
策
定
、

改
正
、
確
認
等
の
取
組

（
３
月
末
ま
で
に
要
完
了
）

４
月
改
正
省
令
施
行

各
大
学
に
お
い
て
三
つ

の
方
針
策
定
・
公
表
が

必
須
に

★
各
大
学
に
お
け
る
各
方
針
を
踏
ま
え
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
、
入
学
者
選
抜
方
法
の
改
革
、
Ｓ
Ｄ
、
Ｆ
Ｄ
等
の
取
組

各
大
学
に
お
け
る
具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
し
て
考
え
ら
れ
る
例

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
の
例

方
針
の
策
定

（
入
学
者
選
抜
方

法
の
見
直
し
）

入
試
方
法
の

変
更
予
告

試
験
実
施

入
学

入
学

（
２
年
程
度
前
予
告
）

※
教
科
・
科
目
の
変
更
等
が
入
学
志
願
者
の
準
備
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
場
合

→
可
能
な
も
の
か
ら
順
次
速
や
か
に
実
施

（
軽
微
な
変
更
の
場
合
）

平
成
３
０
年
度
入

試
要
項
の
公
表

（
大
き
な
変
更
の
場
合
※
）

試
験
実
施

入
学
者
選
抜
方
法
の
改
革
の
一
例

平
成
３
１
年
度
入

試
要
項
の
公
表

方
針
の
策
定

（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
評

価
方
法
等
の
見
直

し
）

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
見
直
し
、
学
習
成
果
の
評
価
方
法
の
見
直
し
、
シ
ラ
バ
ス
作
成
等
は
各
大
学
に
お
い
て

適
切
に
見
直
し
、
適
宜
実
施
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認
証
評
価
制
度
の
改
善
に
つ
い
て
①

【
経
緯
等
】

≪
背
景
・
課
題
≫

○
大
学
の
質
保
証
に
つ
い
て
は
、
平
成

16
年
に
第
三
者
評
価
制
度
で
あ
る
認
証
評
価
制
度
が
導
入
さ
れ
、
現
在

2巡
目
の
評
価

が
実
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
現
行
の
認
証
評
価
制
度
に
対
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

・
法
令
適
合
性
等
の
外
形
的
な
評
価
項
目
等
が
多
く
、
必
ず
し
も
教
育
研
究
活
動
の
質
的
改
善
が
中
心
と
な
っ
て
い
な
い

・
評
価
結
果
を
教
育
研
究
活
動
の
改
善
に
活
か
す
仕
組
み
が
十
分
で
は
な
い

・
社
会
一
般
に
お
け
る
認
証
評
価
の
認
知
度
が
十
分
で
は
な
い

≪
平
成
2
8
年
3
月
1
8
日
≫
中
央
教
育
審
議
会
大
学
分
科
会
「
認
証
評
価
制
度
の
充
実
に
向
け
て
（
審
議
ま
と
め
）
」
を
と
り
ま
と
め

⇒
審
議
ま
と
め
を
踏
ま
え
、
「
学
校
教
育
法
第
百
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
を
適
用
す
る
に
際
し
て
必
要
な
細
目
を
定
め
る

省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」
を
平
成
2
8
年
3
月
3
1
日
公
布
、
平
成
3
0
年
4
月
1
日
施
行

中
央
教
育
審
議
会
大
学
分
科
会
大
学
教
育
部
会
を
中
心
に
認
証
評
価
制
度
の
改
善
に
向
け
検
討

【
省
令
改
正
内
容
】

○
大
学
評
価
基
準
に
お
い
て
定
め
る
評
価
事
項
関
連

（
１
）
大
学
評
価
基
準
に
お
け
る
共
通
項
目
の
充
実

大
学
評
価
基
準
に
共
通
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
と
し
て
、
以
下
の
点
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
。

①
三
つ
の
方
針
（
※
）
に
関
す
る
こ
と
。

②
教
育
研
究
活
動
等
の
改
善
を
継
続
的
に
行
う
仕
組
み
（
内
部
質
保
証
）
に
関
す
る
こ
と
。

（
２
）
重
点
評
価
項
目
の
設
定

大
学
評
価
基
準
に
定
め
る
項
目
の
う
ち
、
内
部
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
重
点
的
に
認
証
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
３
）
設
置
計
画
履
行
状
況
等
調
査
（
A
C
）
と
の
連
携

認
証
評
価
機
関
は
A
C
の
結
果
を
踏
ま
え
た
文
部
科
学
大
臣
の
意
見
に
お
い
て
「
是
正
意
見
」
「
改
善
意
見
」
が
付
さ
れ
た
大
学
に
対
す
る
評
価
を
行

う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
意
見
に
対
し
て
講
じ
た
措
置
を
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。

※
卒
業
認
定
・
学
位
授
与
の
方
針
（
デ
ィ
プ
ロ
マ
・
ポ
リ
シ
ー
）
、
教
育
課
程
編
成
・
実
施
の
方
針
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
ポ
リ
シ
ー
）
、
入
学
者
受
入
れ
の
方
針
（
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ポ
リ
シ
ー
）参
考
７
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○
評
価
の
質
の
向
上

（
１
）
認
証
評
価
機
関
の
自
己
点
検
・
評
価
の
義
務
化

認
証
評
価
機
関
は
、
大
学
評
価
基
準
、
評
価
方
法
、
評
価
の
実
施
状
況
並
び
に
組
織
及
び
運
営
の
状
況
に
つ
い
て
自
ら
点
検
及
び
評
価
を
行
い
、

そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
認
証
評
価
機
関
に
お
け
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

認
証
評
価
機
関
は
、
評
価
の
結
果
、
改
善
が
必
要
と
さ
れ
る
事
項
を
指
摘
し
た
大
学
の
教
育
研
究
活
動
等
の
状
況
に
つ
い
て
、
当
該
大
学
の
求
め

に
応
じ
、
再
度
評
価
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
３
）
評
価
に
お
け
る
社
会
と
の
関
係
強
化

認
証
評
価
機
関
は
、
そ
の
評
価
方
法
に
、
高
等
学
校
、
地
方
公
共
団
体
、
民
間
企
業
等
の
関
係
者
か
ら
の
意
見
聴
取
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

認
証
評
価
制
度
の
改
善
に
つ
い
て
②

【
中
教
審
審
議
ま
と
め
を
踏
ま
え
た
取
組
】

○
各
大
学
等
が
、
教
育
研
究
の
質
の
確
保
に
資
す
る
内
部
質
保
証
の
体
制
の
構
築
等
に
取
り
組
む
際
、
ま
た
認
証
評
価
機
関

が
大
学
評
価
基
準
等
を
見
直
し
、
認
証
評
価
を
行
う
際
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
項
に
取
組
。

・
内
部
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
優
れ
た
取
組
等
を
実
施
し
て
い
る
と
評
価
し
た
大
学
等
に
対
し
、
次
回
評
価
に
お
い
て
評
価
内
容
及
び

方
法
の
弾
力
化
に
よ
り
評
価
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
法
令
遵
守
事
項
に
つ
い
て
は
、
評
価
書
や
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
の
確
認
な
ど
方
法
の

簡
略
化
を
図
る
こ
と
。

・
大
学
の
自
己
点
検
・
評
価
の
段
階
か
ら
客
観
的
な
デ
ー
タ
や
指
標
の
積
極
的
な
活
用
、
認
証
評
価
機
関
に
お
い
て
も
定
量
的
な
評
価
の
実
施

や
エ
ビ
デ
ン
ス
の
収
集
強
化
に
取
り
組
む
こ
と
。

・
教
育
の
質
的
転
換
を
促
進
す
る
た
め
、
各
大
学
等
が
学
生
の
学
修
状
況
の
把
握
・
評
価
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
評
価
に
取
り
組
む
こ
と
。

・
評
価
の
過
程
に
お
い
て
、
認
証
評
価
と
社
会
と
の
関
係
強
化
等
の
観
点
か
ら
、
高
等
学
校
、
地
方
公
共
団
体
、
企
業
、
学
生
等
か
ら
の
意
見
聴

取
に
取
り
組
む
こ
と
。

・
重
点
評
価
項
目
で
あ
る
内
部
質
保
証
に
つ
い
て
段
階
別
評
価
の
活
用
な
ど
、
評
価
結
果
を
社
会
一
般
に
対
し
て
分
か
り
や
す
く
発
信
す
る
と
と
も

に
、
特
に
優
れ
た
取
組
を
積
極
的
に
公
表
す
る
こ
と
。

・
認
証
評
価
に
係
る
各
大
学
等
の
負
担
の
軽
減
の
た
め
、
国
立
大
学
法
人
評
価
な
ど
の
他
の
評
価
に
お
け
る
教
育
研
究
に
関
す
る
評
価
資
料
及

び
結
果
も
活
用
し
た
評
価
に
取
り
組
む
こ
と
。

※
高
等
専
門
学
校
の
教
育
研
究
等
の
総
合
的
な
状
況
に
係
る
認
証
評
価
（
機
関
別
評
価
）
に
お
い
て
も
、
上
記
省
令
改
正
内
容
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。
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